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２０２６年度 フットサル公式競技記録員養成講習会 

開 催 要 項 

 

１． 主 旨 フットサル公式大会の競技記録を統一した方法で、正確にかつ迅速に競技記録で

きる公式競技記録員の養成を図る。 

２． 名 称 ２０２６年度 フットサル公式競技記録員養成講習会 

３． 主 催 公益財団法人北海道サッカー協会 

４． 主 管 公益財団法人北海道サッカー協会フットサル委員会 

５． 期 日 学科 

①：２０２６年５月１７日(日) 

②：２０２６年５月２６日（火） 

③：２０２６年５月２７日（水） 

④：２０２６年６月２日(火) 

⑤：２０２６年６月１０日(水) 

実技 

①：２０２６年５月２４日(日) 

②：２０２６年５月２４日(日)  

③：２０２６年５月３１日（日） 

④：２０２６年５月３１日（日） 

⑤：２０２６年６月７日(日) 

⑦：２０２６年６月１４日(日) 

⑧：２０２６年６月１４日(日) 

⑨：２０２６年６月２１日（日） 

⑩：２０２６年７月２６日（日） 

⑪：２０２６年９月６日(日) 

⑫：未定 

 

１９：３０～２０：３０/Web 形式 

１９：３０～２０：３０/Web 形式 

１９：３０～２０：３０/Web 形式 

１９：３０～２０：３０/Web 形式 

１９：３０～２０：３０/Web 形式 

 

道北ブロックリーグ/大成市民センター体育館 

北海道フットサルリーグ/豊平区体育館 

札幌道央ブロックリーグ/豊平区体育館 

北海道女子フットサルリーグ１・２部/イーワン 

北海道フットサルリーグ/きたえーるサブ 

北海道女子フットサルリーグ１・２部/イーワン 

道北ブロックリーグ/大成市民センター体育館 

道南ブロックリーグ/栗林商会アリーナ 

北海道フットサルリーグ/よつ葉アリーナ十勝 

道南ブロックリーグ/函館アリーナ 

道東ブロックリーグ/ウインドヒルくしろアリーナ 

６． 参 加 資 格 フットサル競技規則に精通している下記のいずれかに該当する者。 

⑴ 各地区サッカー協会より推薦された者。 

⑵ 各種サッカー連盟、フットサル連盟から推薦された者。 

⑶ 各種フットサルリーグ参加チームに所属する者。 

⑷ ２０１７年度(平成２９年)以前の受講者終了者の再受講（有料）できます。 

７． 定 員 学科：制限なし/実技：各 20 名 

８． 期日・内容・

会 場 

⑴ 学科講習 

・テキスト及びＷＥＢ方式（ＵＲＬ）については３日前までに受講者あてに送信す

る。 

・内容 ⅰ公式競技記録の記入方法 

ⅱ得点の基準 

ⅲF リーグを基準とした競技運営と公式競技記録 
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⑵ 実技講習 

・各地区で開催する北海道フットサルリーグ及び各ブロックリーグの試合を実

技の場として、公式競技記録の記入等を行なう。 

９． 講 師 ・(公財)北海道サッカー協会（以下、「ＨＫＦＡ」という。）フットサル委員会が認め

たフットサル公式記録員が講師を務める。 

・各地区フットサル連盟において、全国大会、北海道フットサルリーグ及び各ブロ

ックリーグの記録員を務めたものが行う。 

１０. 受 講 料 ・ 

振 込 先 

受講料： ２,０００円（テキスト代、認定証、講習会費用を含む。） 

振込先： 北洋銀行 平岸中央支店 (普) ４２０９１５７ 

公益財団法人北海道サッカー協会フットサル委員会 

１１. 申 込 締 切 学科①～③および実技①～④：２０２６年５月１３日（水）１５時（必着）まで 

学科④～⑤および実技⑤～⑫：２０２６年５月２７日（水）１５時（必着）まで 

１２. 受 講 申 込 上記１１.の期日までに上記１０.の受講料を指定の振込先に納入し、所定の受講申

込書を下記申込先にメールで申込むこと。 

【申込先】 

ＨＫＦＡフットサル委員会 E-mail： hkfafutsalcomm@gmail.com 

メール件名：「フットサル公式記録員養成講習会申込」 

１３. そ の 他 ⑴ 実技講習の際は、筆記用具、ストップウォッチ（スマートフォンでも可）を持参

すること。 

⑵ 受講修了者には、ＨＫＦＡフットサル公式競技記録員認定証を授与し、ＨＫＦＡ

フットサル公式競技記録員として登録される。 

⑶ 実技講習終了後から本資格は効力を発して有効となる。受講修了者は、大会

運営責任者に受講修了した旨を伝えること。認定証の発送は当該年度内に行

なわれる。 

⑷ 学科講習を受講した後に実技講習が受講できる。 

⑸ 受講申込書の記載内容については、個人情報保護法に基づいて、本講習会

以外には使用しない。 

⑹ 本講習会の様子をＨＫＦＡ公式ＨＰへ掲載する場合があります。また、氏名・所

属をＨＫＦＡ要覧へ掲載することをあらかじめ了承の上、申込むこと。 

⑺ 問合せについては、上記１２.受講申込のＨＫＦＡフットサル委員会にメールに

て行なうこと。 

  以上 
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